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第１章 基本的事項 

１．計画の趣旨 

近年、特定健康診査及び後期高齢者に対する健康診査（以下「特定健診等」という。）の

実施や診療報酬明細書（以下「レセプト」という。）等の電子化の進展、国保データベース

（ＫＤＢ）システム（以下「ＫＤＢ」という。）等の整備により、市町村国保、国保組合及

び後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）（以下「保険者等」という。）が健

康や医療に関する情報を活用して被保険者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うた

めの基盤整備が進んでいます。 

こうした中、平成２５年６月１４日に閣議決定された「日本再興戦略」において、「全て

の健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進

のための事業計画として「計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるととも

に、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」とされました。 

これまでも、保険者等においては、レセプト等や統計資料等を活用することにより、「特

定健康診査等実施計画（以下「特定健診等実施計画」という。）」の策定や見直し、その他の

保健事業を実施してきたところでありますが、今後は、更なる被保険者の健康保持増進に

努めるため、保有しているデータを活用しながら、被保険者をリスク別に分けてターゲッ

トを絞った保健事業の展開や、ポピュレーションアプローチから重症化予防まで重点的に

保健事業を進めていくことなどが求められています。 

こうした背景を踏まえ、保健事業の実施等に関する指針（平成１６年厚生労働省告示第

３０７号）（以下「保健事業実施指針」という。）の一部を改正する等により、保険者等は健

康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を

図るための保健事業の実施計画（以下「データヘルス計画」という。）を策定した上で、保

健事業の実施・評価・改善等を行うものとしています。 

明日香村においては、保健事業実施指針に基づきデータヘルス計画を定め、村全体の健

康づくり・食育活動を推進するための「健康あすか２１計画」に示される基本理念「明日香

村に住む人が元気に生き生きと暮らせる村づくり」を踏まえ、生活習慣病対策をはじめと

する被保険者の健康増進、重症化予防等の保健事業の実施及び評価を行うものとします。 
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２．計画の位置付け 

データヘルス計画とは、被保険者の健康の保持増進に資することを目的として、保険者

等が効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、特定健診等の結果やレセプトデータ

等の健康・医療情報を活用して、ＰＤＣＡサイクルに沿って運用するものです。 

データヘルス計画は、「２１世紀における国民健康づくり運動（健康日本２１（第二次））」

に示された基本方針を踏まえるとともに、「健康あすか２１計画」との整合性を図ります。

「特定健診等実施計画」は保健事業の中核をなす特定健診及び特定保健指導の具体的な実

施方法を定めるものであることから、データヘルス計画と時期をあわせて策定します。 

  

特定健診・特定保健指導と健康日本２１（第二次）
－特定健診・保健指導のメリットを活かし、健康日本２１（第二次）を着実に推進－

データの分析

未受診者へ

の受診勧奨

特定健診・保健指導の実施率の向上

地域・職場のメリット 個人のメリット

メタボリックシンドロームの減少

虚血性心疾患死亡率減少

脳血管疾患死亡率の減少
糖尿病腎症による

新規透析導入患者数の減少

○各地域・各職場特有

の健康課題がわかる。

○予防する対象者や疾
患を特定できる。

○何の病気で入院して

いるか、治療を受けて

いるか、なぜ医療費

が高くなっているか知

ることができる。

○自らの生活習慣病のリスク保

有状況がわかる。

○放置するとどうなるか、どの生
活習慣を改善するとリスクが減

らせるかがわかる。

○生活習慣の改善の方法がわ

かり、自分で選択できる。

○要介護状態になるのを未然に

防ぐことができる。
健康のための資源

（受診の機会、治療の機会）

の公平性確保

○重症化が予防できる

○早世が回避できる

○重症化が予防できる

○医療費の伸びを抑制できる

短期的目標 高血圧の改善糖尿病有病者の増加の

抑制
脂質異常症の減少

中長期的目標

健康格差の縮小

虚血性心疾患死亡率の減少
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村計画 データヘルス計画 特定健康診査等実施計画 健康あすか２１計画 

計画策定者 明日香村国民健康保険 明日香村 

対象者・年齢 被保険者全員 被保険者のうち 

40～74 歳 

全 村 民 

根拠法令等 保健事業の実施指針 高齢者の医療の確保に関

する法律 

健康増進法 第 7･8･9 条 

基本指針 国民健康保険法に基

づく保健事業の実施

等に関する指針の一

部改正 

厚生労働省保険局 

（H26.4） 

特定健康診査計画策定の

手引き 

厚生労働省保険局 

（H25.5） 

国民の健康の増進の総合

的な推進を図るための基

本的な指針 

厚生労働省健康局 

（H24.6） 

※PDCA サイクルとは、Plan(計画)→Do(実施)→Check(評
価)→Act(改善)の４つの行程をサイクルとして繰り返すこ

とによって、継続的に事業を改善する手法です。 

基本情報
保健事業の実施状況
基本分析

健康課題の抽出
対策の方向性の整理

目的・目標および評価指導の設定
対象および方法の検討

評価指標で目標達成を確認
必要に応じて計画を見直す

個別保健事業は、短期でＰＤＣＡを回し、早期に課題に気づくこと
で、小さな改善で済み、事業の見直しがしやすくなる

①現状を構造的に把握

②優先順位づけ

③課題解決に資する事業設計

④事業評価と見直し

ＳＴＥＰ１

ＳＴＥＰ３

ＳＴＥＰ４

ＳＴＥＰ２

Ｐｌａｎ

Ａｃｔ Ｄｏ

Ｃｈｅｃｋ

データヘルス

計画の改善

保健事業

の実施

データヘルス計画の

策定（見直し）

データヘルス計画の

評価

データヘルス

計画書
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３．計画の期間 

本計画の期間は、平成３０年度から平成３５年度までの６年間です。平成３０年度から

平成３２年度までを前期、平成３３年度から平成３５年度までを後期に区分けし、前期終

了時に中間評価を実施します。 

 

 

４．関係者が果たすべき役割 

１）実施主体・関係部局の役割 

    計画の実施は、住民課・健康づくり課が相互に連携し協力して実施する必要があり

ます。 

    住民課国民健康保険部門においては、ジェネリック医薬品の推奨、重複服薬の防止

等医療費適正化への取り組みを行います。また、レセプト情報、ＫＤＢ等を利用し医

療費の状況等の分析結果から健康づくり課保健部門と連携をとりながら健康課題を抽

出します。 

    健康づくり課保険部門においては、健康課題に沿った事業の展開および特定健診の

実施、介護保険部門においては要介護状態となっている被保険者の有病状況等から分

析した課題抽出をおこない介護予防事業を実施します。 

  

２）保健医療関係者の役割 

計画の実効性を高めるためには、保健医療関係者又は保健医療関係団体との連携・協

力が重要となります。 

明日香村国民健康保険診療所においては、特定健診の実施や健康教室等重症化予防

事業を実施します。 

奈良県国民健康保険団体連合会の保健事業においては、健康推進事業及びＫＤＢシ

ステムと特定健診等データ管理システムの運用が行われ、様々なデータから健康課題

の分析、抽出、事業評価の支援を行います。 

平成３０年度からは、奈良県が市町村国民健康保険の財政責任の運営主体となり共

２９年度 30年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 35年度

データヘルス計画 策　定

特定健康診査等実施計画 第２期

健康あすか２１計画 策　定

前　期 後　期

　　　　　　　　　　　　　第　３　期
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被保険者

住民課

○ 国民健康保険

・医療レセプト分析

・ＫＤＢシステムの分析

・特定健診等データ管理

システムの分析

○ 医療費の適正化

・ジェネリック

・重複服薬

健康の保持増進

健康づくり課

○ 保健

・特定健診の実施

・特定保健指導の実施等

○ 介護保険

・介護予防事業等

保健・医療関係機関

○ 明日香村国民健康

保険診療所

・特定健診の実施

○ 奈良県

○ 奈良県国民健康保険

団体連合会

・ＫＤＢシステムの運用

・特定健診等データ管理

システムの運用

同保険者となることから、連携の強化がはかられ市町村国民健康保険の保険者機能が

より一層強固なものとなります。 

 

３）被保険者の役割 

計画は、被保険者の健康の保持増進が最終的な目的であり、その実効性を高める上で

は、被保険者自身が健康状況を理解して主体的・積極的に取り組むことが重要となり 

ます。 
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第２章 明日香村の現状と健康・医療情報等の分析 

１．明日香村の現状 

１）地域の特性 

    明日香村は、人口５,８４４人に対して高齢化率が３０.９％と、県や国に比べて高

齢化率が高くなっています。 

 産業の構成は、第１次産業（農業・林業等）の割合が全国や県より高く、同規模より

は低くなっています。第２次産業（製造業・建設業等）の割合は、国・県・同規模団体

より低く、第３次産業（小売業・サービス業等）の割合は、国や県より低く同規模より

は高くなっています。 

 

※同 規 模・・・人口５，０００人未満 

（県内：安堵町・川西町・三宅町・高取町・吉野町・下市町） 

（県外：２２６町村） 

総 人 口・・・平成２２年国勢調査 日本人のみ 

産業構成・・・平成２２年国勢調査 

 

 

 

 

平成28年度

明日香村 同規模 奈良県 国

総人口 5,844 7,349 1,381,476 124,852,975

６５歳以上（高齢化率） 30.9% 31.7% 24.0% 23.2%

７５歳以上 17.0% 18.0% 11.1% 11.2%

６５～７４歳 13.9% 13.7% 12.9% 12.0%

４０～６４歳 36.2% 34.4% 34.2% 34.0%

３９歳以下 32.9% 33.9% 41.7% 42.8%

11.5% 18.4% 2.7% 4.2%

21.0% 25.5% 24.1% 25.2%

67.6% 56.1% 73.2% 70.6%

79.9 79.4 80.1 79.6

85.9 86.4 86.6 86.4

出典：国保データシステム(ＫＤＢ)　　・地域の全体像の把握

第１次産業

第２次産業

第３次産業

産業構成

平均寿命
男　性

女　性

人口構成

項　目

　　　　　・健診・医療・介護データからみる地域の健康課題
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２）年齢別国保加入率 

年齢別の国保加入率は、0歳から 59 歳までは人口に対して 30％に満たないが、60歳

から 64 歳では約 50％を占めるようになり、65歳以上では 70％を占めています。 

 

 
 

３）明日香村の標準化死亡比 

全国を１００とした標準化死亡比（人口構成の違いを除いて死亡率を比較したもの）

では全国に比べて男性では心疾患、大腸がん、女性では、乳がん、心疾患、胃がんで亡

くなる率が高くなっています。また、男性の胃がん、心疾患、肺がん、女性の乳がんに

増加傾向が見られます。 

  

 

出典：厚生労働省 人口動態・人口動態特殊報告 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

平成26年 平成27年 平成28年
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男性
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0
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大腸がん 胃がん 心疾患 脳血管疾患 乳がん 子宮がん
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２．健康・医療情報の状況 

１）医療費の分析 

医療費の推移は、入院外来とも平成２５年度から減少し、４年間で入院は約 1,300 万

円で 5.4％、外来は 1,800 万円で 7.5％減少しています。 

    

 レセプト件数、医療費の推移 

 

 

    平成２８年度の明日香村の医療費の割合は、入院では循環器・新生物が合わせて 40％ 

を占めており、外来では、循環器・内分泌・筋骨格・新生物が合わせて 50％を占めて 

います。 

平成２８年度 大分類別医療費（％） 

 

入 院              外 来 

出典：国保データシステム(KDB) 医療費分析(2)大､中､細小分類 

レセプト件数

（件）
医療費（円）

レセプト件数

（件）
医療費（円）

平成24年度 526 306,548,200 14,904 264,972,060
平成25年度 466 258,622,820 14,386 256,035,460
平成26年度 466 251,247,160 14,587 254,518,410
平成27年度 417 246,229,500 14,760 240,395,650
平成28年度 422 244,906,390 14,600 237,062,420

出典：国保総合システム（国民健康保険診療報酬等請求内訳書）

　入院 外来

循環器

16%

内分泌

15%

尿路性器

12%
筋骨格

10%

新生物

9%

消化器

7%

呼吸器

7%

その他

24%
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入院と外来を合わせた医療費の割合で上位を占めているのが、慢性腎不全、糖尿病、

高血圧症といった生活習慣病を由来とするものです。 

 
出典：国保データシステム(KDB) 医療費分析(2)大､中､細小分類 

    1 人当たりの医療費（総費用額÷入数）は、国・県・同規模団体よりも高くなってい

ます。 

  

人工透析にかかる医療費は多額であり、高血圧、糖尿病を有している割合が非常に高

くなっています。 

人工透析にかかる費用 

 

入院　＋　外来　（％）

1位 慢性腎不全（透析あり） 6.3

2位 糖尿病 5.4
3位 高血圧症 5.2

4位 関節疾患 5.0
5位 統合失調症 3.0

6位 骨折 3.0
7位 脂質異常症 2.9

8位 うつ病 2.6
9位 肺がん 2.4

10位 脳腫瘍 2.1
全体の医療費（入院＋外来）を100％として計算

平成28年度　上位疾病別医療費割合

（単位：円）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

明日香村 25,581 26,993 27,326 26,886

同規模 24,630 25,189 26,579 26,488

奈良県 21,333 21,805 23,294 24,061

国 22,383 22,922 24,295 24,245

出典：国保データシステム（ＫＤＢ）　健診・医療・介護データからみる地域の健康課題

1人当たりの医療費（医科）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

10 8 7 7 6

127 100 93 88 83

58,730,540 41,992,570 35,844,810 31,396,190 33,860,850

糖尿病 7 5 4 4 3

動脈閉塞性疾患 2 3 3 3 4

高血圧症 10 8 7 7 6

高尿酸血症 1 0 1 1 1

虚血性心疾患 5 6 5 5 4

脳血管疾患 1 1 3 4 4 平均

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

70.0% 62.5% 57.1% 57.1% 50.0% 59.4%

出典：国保データシステム（ＫＤＢ）　厚生労働省様式２－２

糖尿病の割合

人数　（人）

レセプト件数（件）

医療費　（円）

内
主
な
生
活
習
慣
病

（

人
数
）

高血圧症の割合

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

単位：円

明日香村 同規模 奈良県 国
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２）生活習慣病にかかる医療費の分析 

生活習慣病の疾病別入院医療費において、男性は全国にくらべ糖尿病・脳梗塞・狭

症・がんの医療費が高く、女性は筋／骨格・精神の医療費が高くなっています。 

外来医療費において、男性は全国にくらべ筋／骨格・心筋梗塞・狭心症・脂質異常症・

高血圧症の医療費が高く、女性は高血圧症の医療費が高くなっています。 

 

 

 

 

1.42

0.38

0.14

0.94

1.21

1.19

1.39

糖尿病

高血圧症

動脈硬化症

脳出血

脳梗塞

狭心症

心筋梗塞

がん

筋/骨格

精神

その他

〈女性〉

疾病別入院医療費 平成２８年

（万円） （万円）

出典：国保データベース（KDB） 「疾病別医療費分析（生活習慣病）」平成28年度（累計）データ

地域差指数(全国を１とする）と標準化医療費
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出典：国保データベース（KDB） 「疾病別医療費分析（生活習慣病）」平成28年度（累計）データ
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３）介護認定者における有病状況 

    １号被保険者で介護認定を受けている者は国・県・同規模よりは低くなっています。 

介護認定者における有病状況の１位は 64.2％の心臓病、２位は 57.6％の高血圧症３位

は 53.2％の筋・骨格となっており、心臓病・高血圧症は国・県・同規模よりも高くな

っています。 

重症疾患である心臓病・脳疾患を引き起こす基礎疾患は、高血圧症・脂質異常症・糖

尿病であり予防に取り組んでいく必要があります。また、筋・骨格系の疾患を引き起こ

す加齢に伴う廃用性症候群（加齢や病気に伴う筋萎縮、筋力低下などの運動機能障害）

等、フレイル（加齢に伴い身体の予備能力が低下し、健康障害を起こしやすくなった状

態）予防にも取り組む必要があります。 

 

 

４）特定健診受診の状況 

    特定健診受診率は集団健診の休日実施、がん検診との同時実施、未受診者への受診

勧奨、人間ドッグ等特定健診以外の健診を受けられた方の健診結果データ提供協力依

頼、地域医療連携事業とあわせた取り組みにより少しずつ上昇してきており、県平均

より高くなっています。 

しかし、平成２９年度目標値である特定健診受診率 60％には至っていません。 
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    年代別の受診率は、６０歳から７４歳に比べ４０歳代から５０歳代の受診率が低い

状況です。また、女性に比べ男性の受診率が低くなっています。男性、女性とも年齢が

若くなるほど受診率が低い状況です。 

 

 

特定保健指導終了率は、特定保健指導後の血液検査の導入、運動指導の併用等の取組

をおこなっていますが、県平均を上回ってはいるものの平成２５年度から下降してい

ます。 

これは、受診結果のデータ提供の協力者増加により、既に医療機関にかかっている特

定保健指導対象者が増加したためです。 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

健診対象者数 1,184 1,204 1,225 1,236 1,245 1,254 1,252 1,233 1,216

健診実施者数 356 307 293 358 452 446 451 516 522

特定健診受診率 30.1% 25.5% 23.9% 29.0% 36.3% 35.6% 36.0% 41.8% 42.9%

県平均 24.0% 23.6% 23.8% 25.1% 27.3% 27.8% 29.5% 30.8% 31.2%
出典：法定報告値

特定健康診査の推移
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特定健診実施率 県平均

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

４０歳代 14.9 20.5 22.8 20.0

５０歳代 25.6 21.6 23.4 25.7

６０歳代 34.9 34.7 44.8 41.9

７０－７４歳 38.1 36.9 51.5 47.4

４０歳代 22.7 29.4 24.6 24.6
５０歳代 23.1 32.7 33.0 33.7
６０歳代 47.2 46.0 51.7 51.4

７０－７４歳 44.2 42.6 63.2 63.5
出典：国保データシステム（ＫＤＢ）厚生労働省様式６－１１

女

年代別特定健診受診率

男
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５）特定健診における有所見 

 特定健診を受けた方の有所見で男性は、全国に比べメタボリックシンドローム予備

群及び該当者となる腹囲かつ高血糖または高血圧症または脂質異常症のうち男女とも

血糖・ＬＤＬコレステロールが高くなっています。 

 

 

    特定健診の質問票調査では、国・県・同規模に比べて「２０歳時体重から１０㎏以

上増加」「１年間で体重増減３㎏以上」「週３回以上夕食後間食」が高くなっています。 

また、「１回３０分以上の運動習慣なし」「週３回以上就寝前夕食」「週３回以上朝食

を抜く」も国、同規模よりは低いですが県よりも高くなっています。 

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度

支援対象者数 66 38 30 42 57 40 31 37 49

支援修了者数 30 17 14 10 18 20 13 12 15

特定保健指導終了率 45.5% 44.7% 46.7% 23.8% 31.6% 50.0% 41.9% 32.4% 30.6%
県平均 10.5% 17.3% 15.0% 14.2% 14.7% 16.5% 14.4% 15.4% 17.3%

出典：法定報告値

特定保健指導の推移
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34,4

53.1

30.9

57.3

41.9

17.3

48.4

20.1

13.9

21.8

17.8

＊23.2

49.1

37.4

12.2

63.2

14.3

2.3

標準化比と割合

*=基準（国）と比べて有意な差（p＜0.05％）あり
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６）メタボリックシンドローム（内臓脂肪型肥満）予備群・該当者の状況 

    特定健診受診者のうち、メタボリックシンドローム予備群、該当者は女性より男性

の割合が高く、高血糖・高血圧・脂質異常症すべてで女性より男性の割合が高くなっ

ています。年齢別では、６５歳以上のほうが６４歳未満よりも高い傾向が見られます。 

 

質問票調査

明日香村 同規模 奈良県 国

２０歳時体重から
１０㎏以上増加

34.0% 33.5% 31.5% 32.1%

１回３０分以上の
運動習慣なし

56.6% 65.7% 54.9% 58.8%

１年間で体重増減
３㎏以上

22.2% 20.7% 20.0% 19.5%

週３回以上
就寝前夕食

12.3% 16.4% 11.9% 15.5%

週３回以上
夕食後間食

16.1% 13.1% 13.8% 11.9%

週３回以上
朝食を抜く

6.3% 7.7% 6.1% 8.7%

出典：国保データシステム（ＫＤＢ）　地域の全体像の把握

男性

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

合計 226 38.2% 17 7.5% 45 19.9% 3 1.3% 33 14.6% 9 4.0%

40～64歳 66 26.7% 9 13.6% 11 16.7% 0 0% 9 13.6% 2 3.0%

65～74歳 160 46.4% 8 5.0% 34 21.3% 3 1.9% 24 15.0% 7 4.4%

男性

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

合計 61 27.0% 10 4.4% 4 1.8% 25 11.1% 22 9.7%

40～64歳 14 21.2% 1 1.5% 0 0% 6 9.1% 7 10.6%

65～74歳 47 29.4% 9 5.6% 4 2.5% 19 11.9% 15 9.4%

女性

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

合計 308 49.5% 6 1.9% 18 5.8% 1 0.3% 15 4.9% 2 0.6%

40～64歳 102 38.2% 1 1.0% 3 2.9% 1 1% 2 2.0% 0 0%

65～74歳 206 58.0% 5 2.4% 15 7.3% 0 0% 13 6.3% 2 1.0%

女性

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

合計 30 9.7% 2 0.6% 0 0% 17 5.5% 11 3.6%

40～64歳 8 7.8% 1 1.0% 0 0% 5 4.9% 2 2.0%

65～74歳 22 10.7% 1 0.5% 0 0% 12 5.8% 9 4.4%

出典：国保データシステム（ＫＤＢ）厚生労働省様式６－８

高血圧

メタボリックシン
ドローム該当者 高血糖・高血圧 高血糖・脂質異常症 高血圧・脂質異常症 高血糖・高血圧・脂質異常症

脂質異常症

高血圧 脂質異常症

メタボリックシン
ドローム該当者 高血糖・高血圧 高血糖・脂質異常症 高血圧・脂質異常症 高血糖・高血圧・脂質異常症

高血糖
健診受診者 腹囲のみ

メタボリックシン
ドローム予備群

健診受診者 腹囲のみ
メタボリックシン
ドローム予備群 高血糖
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３．健康・医療情報等からの健康課題の抽出 

１）医療費からの分析 

 明日香村の医療費から見た疾病の上位は、慢性腎不全、糖尿病、高血圧、関節疾患、

脂質異常症、がんとなっています。 

 高血圧症、脂質異常症、糖尿病は心臓病、脳疾患等の循環器疾患につながる基礎疾 

患であり、糖尿病は重症化すると慢性腎不全から人工透析につながり医療費が高額と

なるため、重症化を未然に防ぐことが重要です。 

 

 ２）特定健診・特定保健指導からの分析 

    特定健診の受診率、特定保健指導の終了率とも国の目標値には至っていないため受 

   診勧奨をひきつづき進める必要があります。なかでも若年層に対する受診勧奨が課題

となっています。 

    有病状況にも現れている高血圧・糖尿病・脂質異常症はメタボリックシンドローム 

   予備群・該当者となる疾患です。 

 

 ３）介護からの分析 

    脳・心臓等の循環器疾患・関節疾患が介護認定者における有病状況となっています。 

なかでも加齢に伴う廃用性症候群等フレイル予防に取り組み、筋・骨格系の疾患予防 

が課題となっています。 

    医療費・健診・介護の状況から重症疾患である心疾患、脳血管疾、慢性腎不全が多

く、その基礎疾患となる高血圧症、糖尿病、脂質異常症の重なりが多くなっています。

この基礎疾患を予防するためには、生活習慣である夕食後の間食、運動習慣の見直し、

肥満の解消に取り組む必要があります。 
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第３章 目的・目標の設定 

１．計画の目的 

計画の目的は、循環器死亡率を減らし、医療費の低減と健康寿命の延伸とします。その

ためには、医療費が高額で要介護状態の原因となっている心・脳・腎不全である循環器疾

患と関節疾患の予防対策に重点をおき取り組みます。 

 

２．目標 

１）中長期的目標の設定 

医療、健診、介護の分析から脳血管疾患の減少、心疾患の減少、糖尿病予防による新

規透析患者数の減少による医療費の減少、関節疾患の減少を目指します。 

 

２）短期的目標の設定 

脳血管疾患、心疾患等循環器疾患、糖尿病性腎症の血管変化における共通のリスク 

   となる高血圧、脂質異常症、糖尿病を減らしていくこと、筋・骨格系疾患におけるリ

スクとなるサルコペニア（筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下している状態）を

減らしていくことを短期的目標とします。 

 

  

脳血管疾患の減少 腎疾患の減少

高血圧

収縮期血圧値（130以上）

の減少

脂質異常症

ＬＤＬコレステロールの

減少

糖尿病

ＨｂＡ１Ｃの減少

栄養・食生活 身体活動・運動 服薬管理

心疾患の減少

短期目標

中長期目標

関節疾患の減少
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第４章 保健事業の実施 

１．重症化予防の取組 

健康状態の重症化を予防するため、健康状態の把握、早期発見・早期治療が重要になり

ます。 

そのため特定健診、特定保健指導、フォロー健診、５つのがん健診の受診率の向上をよ

り一層はかります。また未受診者への受診勧奨、ハイリスク者への保健指導、人工透析に

つながる糖尿病性腎症の重症化予防事業に重点的に取り組みます。 

 

２．発症予防の取組 

 重症疾患の予防を強化するために高血圧・糖尿病・脂質異常症の改善と発症の予防に向

けて食習慣、運動習慣事業に取り組み肥満予防・解消を図ります。 

 

３．介護予防の取組 

加齢による体力、筋力の低下を防ぐためフレイル活動等を通じて体力づくり事業に重点

的に取り組みます。 

 

４．保健事業の計画・目標（評価指標） 

 

事業名 目　的 事業の概要 対　象 目標（評価指標）

特定健康診査

メタボリック
シンドロー
ム・生活習慣
病の予防と早
期発見

・個別健診
・集団健診
・受診者勧奨

40～74歳の国
民健康保険被
保険者

・新規受診者数
・毎年の健診受診率
により評価

健康ステー
ション

健康意識の向
上を図り生活
習慣病予防

・健康チェック
・食事、運動習慣等
の講話と実践
・活動量計の使用
・ヘルスポイントの
実施

健診データや
レセプトデー
タから糖尿
病・高血圧・
脂質異症等を
分析した者他

・運動をしている者
の割合
・健康応援団の登録
者数

フレイル予防
教室

介護部局と連
携しフレイル
を予防し、要
介護状態を防
ぐ

・健康ステーション
とドッキングした運
動の実践

健診データや
レセプトデー
タから介護の
要因を分析し
た者他

・要介護認定率によ
り評価

啓
発
・
予
防
等
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事業名 目　的 事業の概要 対　象 目標（評価指標）

保
健
指
導

特定保健指導
生活習慣病予
防

・動機付け、積極的
指導対象者への個別
指導

特定保健指導
対象者

・保健指導実施率で
評価

糖尿病等治療
勧奨

重症化予防

・糖尿病等の重症未
治療者に治療勧奨通
知を行い医療機関を
受診することを促す

健診データや
レセプトデー
タから糖尿
病・高血圧・
脂質異症等の
重症で未治療
の者

・対象者の医療機関
受診状況で評価

糖尿病性慢性
腎症重症化予
防

重症化予防

・治療勧奨通知を行
い、医療機関を受診
することを促し、か
かりつけ医と連携し
ながら保健指導を行
う

健診データや
レセプトデー
タからプログ
ラムの基準に
応じた対象者

・糖尿病性腎症を原
因とする新規透析患
者数
・対象者の医療機関
受診状況で評価

重
症
化
予
防
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第５章 計画の進行管理等 

１．評価と見直し 

評価については、国保データベース（ＫＤＢ）システムに健診・医療・介護のデータが収

載されるので、受診率・受療率・医療の動向等を保健指導に携わる保健師及び医療関係者

とともに定期的に行います。 

データについては経年変化、国、県、同規模との比較を行い評価します。 

年度ごとにＰＤＣＡサイクルに沿って評価し、次年度の事業の計画に反映させ、平成３

２年度の前期終了時に中間評価を実施し、計画の見直しは最終年度となる平成３５年度に

行います。 

 

２．事業運営上の留意事項 

  明日香村は住民課の国民健康保険部門に保健師等の専門職が配置されていませんが、平

成２０年度からの特定健診・特定保健指導事業は、健康づくり課の保健部門で実施してい

ます。今後とも連携を強化するとともに、介護部門とも共通認識を持って、課題解決に取

り組むものとします。 

  効果的な施策を進めるためには、保険者、行政や地域の各種団体や機関等が相互に連携

し協力をしていく必要があります。そのために、健康づくりに関するさまざまな取り組み

において、連携を図りながら計画を推進します。 

 

３．計画の公表・周知 

  本計画は、ホームページに掲載し公表します。 

 

４．個人情報の取扱い  

  本計画における個人情報の取り扱いは、明日香村個人情報保護条例（平成１５年３月２

０日明日香村条例第４号）によるものとします。 
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